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東京電力株式会社 

 

臨時接続送電サービスの契約電力について 

 

 

 臨時接続送電サービス契約電力 500kW 未満（高圧）の臨時接続送電サービス電力について

は，託送供給等約款（平成 28年４月１日実施）20（臨時接続送電サービス）（2）ロにより定

めておりますが，契約電力については，次の(1)の値と(2)の値のうちいずれか小さいものと

し，供給地点ごとに協議いたします。 

 

(1) 契約負荷設備によってえた値 

 契約負荷設備の各入力（出力で表示されている場合等は，託送供給等約款別表４〔負荷

設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）についてそれぞれ次のイの

係数を乗じてえた値の合計にロの係数を乗じてえた値といたします。 

 なお，電灯または小型機器について差込口の数と電気機器の数が異なる場合は，契約負

荷設備の入力を託送供給等約款別表６（契約負荷設備の総容量の算定）(1)（この場合，1

ボルトアンペアを 1 ワットとみなします。）に準じて算定いたします。また，動力につい

て電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は，その回路におい

て使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置を需要者に施設してい

ただき，その容量を当該回路において使用される負荷設備の入力とみなします。この場合，

その容量はハによって算定し，ロの係数を乗じないものといたします。 

イ 契約負荷設備のうち 

最大の入力 

のものから 

最初の 2台の入力につき 100パーセント  

次の 2台の入力につき  95パーセント  

上記以外のものの入力につき  90パーセント  

 ただし，電灯または小型機器は，その全部を 1台の契約負荷設備とみなします。 

ロ イによってえた値の合計のうち 

 最初の 6キロワットにつき 100パーセント  

 次の 14キロワットにつき  90パーセント  

 次の 30キロワットにつき  80パーセント  

 次の 100キロワットにつき  70パーセント  

 次の 150キロワットにつき  60パーセント  

 次の 200キロワットにつき  50パーセント  

 500キロワットをこえる部分につき  30パーセント  

ハ 負荷設備の入力をその回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その

他の適当な装置の定格電流により算定する場合は，次によります。 

(ｲ)  その回路の電気方式および電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは

200ボルトまたは交流単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボルトの場合 

 

主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×  
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なお，交流単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボルトの場合の電圧は，200

ボルトといたします。 

 

(ﾛ)  その回路の電気方式および電圧が交流 3相 3線式標準電圧 200ボルトの場合 

 

主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）× 1.732 ×  

 

(2) 契約受電設備によってえた値 

イ 契約受電設備の総容量（単相変圧器を結合して使用する場合は，ロ〔契約受電設備容

量の算定基準〕によって算定された群容量によります。）と受電電圧と同位の電圧で使用

する契約負荷設備の総入力（出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに託送

供給等約款別表４〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）と

の合計（この場合，契約受電設備の総容量については，1 ボルトアンペアを 1 ワットとみ

なします。）に次の係数を乗じてえた値といたします。 

 最初の 50キロワットにつき 80パーセント  

 次の 50キロワットにつき  70パーセント  

 次の 200キロワットにつき  60パーセント  

 次の 300キロワットにつき  50パーセント  

 600キロワットをこえる部分につき  40パーセント  

 ただし，次の変圧器は，契約受電設備の総容量の算定の対象といたしません。 

(ｲ) 2次側に契約負荷設備が直接接続されていない変圧器 

(ﾛ) 2 次側に受電電圧と同位の電圧で使用する契約負荷設備が接続されている変圧                     

器 

(ﾊ) 電圧を契約負荷設備の使用電圧と同位の電圧に変更する変圧器の 2 次側に接続 

されている変圧器（ロに該当する変圧器の 2 次側に接続されている変圧器を除き

ます。） 

(ﾆ) 予備設備であることが明らかな変圧器 

ロ 契約受電設備容量の算定基準 

   単相変圧器を結合して使用する場合の契約受電設備の群容量（キロボルトアンペア）

は，次の算式によって算定された値といたします。 

(ｲ) ΔまたはＹ結線の場合 

群容量＝単相変圧器容量（キロボルトアンペア）× 3 

     (ﾛ) Ｖ結線（同容量変圧器）の場合 

群容量＝単相変圧器容量（キロボルトアンペア）× 2 × 0.866 

(ﾊ) 変則Ｖ結線（異容量変圧器）の場合 

群容量＝電灯電力用変圧器容量（キロボルトアンペア） 

         －電力用変圧器容量（キロボルトアンペア） 

         ＋電力用変圧器容量（キロボルトアンペア）× 2 × 0.866 

以上 
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